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　金沢市立小学校、中学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成20年１月21日

金沢市教育委員会委員長　　小　　　杉　　　善　　　嗣　　
◉金沢市教育委員会規則第１号
　　　金沢市立小学校、中学校管理規則の一部を改正する規則
　金沢市立小学校、中学校管理規則（昭和46年教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。
　第３条第１項中「第15条」を「第28条」に改める。
　第５条中「第48条（同規則第55条」を「第63条（同令第79条」に改める。
　第11条の３第１項中「第26条第１項」を「第35条第１項」に、「第40条」を「第49条」に改め、同条第２項中「第
26条第１項」を「第35条第１項」に改める。
　第11条の５中「第23条」を「第18条」に改める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成20年１月21日

金沢市教育委員会委員長　　小　　　杉　　　善　　　嗣　　
◉金沢市教育委員会規則第２号
　　　金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則
　金沢市立工業高等学校管理規則（昭和46年教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。
　第４条第１項中「第15条」を「第28条」に改める。
　第６条中「第65条」を「第104条第１項において準用する同令第63条」に改める。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
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